
行政部会専管事項

（町長の責務）

第　　条 町長は、町の代表者として町民の信託にこたえまちづくりの基本理念を実現するよう公正で透明で

開かれた町政の運営にあたらなければならない。 　町民の信託：住民が自分達の選んだ町長と町議会議員を信じて町政を託すこと

　　　二 町長は、職員の採用にあたっては　公募を原則とし、請求があれば応募状況、採用時の成績結果を 　町政：町、町議会、町関連機関

公表しなければならない。

　　　三 町長は、町民との協働に必要な能力を備えた職員の養成に努めなければならない。 　公表：請求に応じてその部分だけを知らせる。情報公開と区別する。

（執行機関の責務）

第　　条 町の執行機関は、その権限と責任において、公正で誠実、迅速に職務を執行しなけれ

　町の執行機関：

ばならない。 　　地方自治体における「執行機関」とは、「長（都道府県知事、市町村長）」と「委員会又は委員

　　（行政委員会といわれるもの、具体的には、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公平委

　　　二 町は、町民と協働してまちづくりを推進するため　町民の町政への参画の機会を確保　 　　員会、監査委員、公安委員会、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁業

　　管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会）」を指す

(参画　第二項　参画制度）しなければならない。

　議決機関：

（町職員の責務） 　　「憲法」「地方自治法」上にでてこないので、「議決」によって団体の意思を決定する機関、と

第　　条 町職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために公正で誠実かつ効果的に職務に専念しなけれ 　　いう一般的な意味で考えると、「議会」が「議決機関」となる。

（「憲法」93条に第1項では議事機関」といわれている。

ばならない。

　ここでちょっとまぎらわしいのは、「議会」に「常任委員会」「議会運営委員会」「特別委員会」

　　　二 町職員は常に公務員として職務に必要な知識、技能の向上に努めなければならない。 　を条例でおくことができる、（地方自治法109条第1項、109条の2第1項、110条第1項）と

　なっているところ。ここでいう「委員会」とは、議会で調査すべき事項のうち、専門的な事項を

（行政組織の編成） 　調査させるもので各地方自治体の条例で設置することになっている。「総務委員会」とか「建設

第　　条 町は、社会情勢の変化に対応し、町民にわかりやすく、機能的かつ効果的に最小の経費で 　委員会」、「文教委員会」とかいうのがそれにあたる（名称や担当する調査事項の範囲は各地方

　自治体の条例によって定められる）。

最大の効果を図るよう組織づくりを行うものとする。

　「教育委員会」と「総務委員会」、どちらも「～委員会」となっているが、組織上まったく別の
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　　　二 町の組織は、状況の変化に柔軟に対応し、縦割り行政の弊害をなくすため、相互の連携を 　位置にあり、前者は地方自治体の執行機関、後者は地方自治体の議事機関である議会の中の専門

　的機関。

はかるものとする。

　「行政委員会」の委員の選任方法を下記に示す。（　）は、地方自治法以外の根拠法令。

　　　三 町、職員の効果的な任用・適切な人員配置を行うものとする。 　「教育委員会」　議会の同意を得て長が任命（地方教育行政の組織と運営に関する法律）

　「選挙管理委員会」　議会において選挙

（危機管理） 　「人事委員会、公平委員会」　議会の同意を得て長が任命（地方公務員法）

第　　条 町は、町民、関係機関等との協力及び連携により、丌測の事態に備えるため、総合的かつ 　「監査委員」　議会の同意を得て長が任命

　「公安委員会」　議会の同意を得て長が任命（警察法）

機動的な危機管理体制の確立につとめなければならない。 　「地方労働委員会」　長が任命（労働組合法）

　「収用委員会」　議会の同意を得て長が任命（土地収用法）

　　　二 町は、危機管理体制の中で町民の参加を積極的に促す。 　「海区漁業調査委員会」　一部公選、一部長が任命（漁業法）

　「内水面漁業管理委員会」　長が選任（漁業法）

（審議会等制度） 　「農業委員会」　一部公選、一部長が任命（農業委員会等に関する法律）

第　　条 町は、町が設置する審議会その他の町関連機関等の委員を選任する場合は、 　「固定資産評価審査委員会」　議会の同意を得て長が任命（地方税法）

　「固定資産評価審査委員会」　議会の同意を得て長が任命（地方税法）

原則として町民からの公募を含めるものとする。

　　　二 町は、（会議公開の原則（第　条第二項）に従い審議会その他の町関連機関の会議及び 緊急事態に迅速かつ一貫して対処するために、情報収集や分析を行い戦略的な

対応策を立案するための専管組織

議事録は公開しなければならない。

丌測の事態：過去の事例の列挙。災害、財政その他。大規模災害などの

（総合計画等の策定） 　

第　　条 町は　総合的かつ計画的に町政運営を図るため、基本構想及びこれに基づく都市計画 　総合計画：　

町のまちづくりの将来目標を定めたもので、まちづくりを進めるうえでの基本となる。

マスタープラン等の基本計画をこの条例の趣旨にのっとり策定し、計画的な町政運営に努める 基本構想；義務付けはなくなった。

　都市計画マスタープラン：

ものとする。 総合計画の中のまちづくりに関する具体案

　　　二 町は、総合計画の策定、見直し、評価にあたって幅広く町民の参画を得て行わなければな

らない。

（説明責任）

第　　条 町は、政策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を町

民にわかりやすく説明しなければならない。

　　　二 町は、議員及び町民からの要望、口利き等を記録し、公表しなければならない。 　説明責任：ただ単に公表するだけにとどまらず、町民に納得のいく説明をする責任

　危機管理体制：



（財政運営及び制度の整備）

第　　条 町は、総合計画を実施するため、中・長期財政計画を定め、財源を効率的かつ効果的に

運用し、健全な財政運営を図らなければならない。 　要望、口利き等：かつて、密室での要望、口利きにこたえ「その場限りの対応」を行った経緯

　　　　　　があり、公平な行政サービスが阻害される事があった。

　　　二 町は、財政計画を定めたときは、住民にわかりやすく公表しなけらばならない。

（予算編成、執行、決算）

第　　条 町長は、予算について、編成過程を含め、住民が具体的に把握できるよう、分かりやすく公表

しなければならない。

町長、町

　　　二 町長は、町の事業の予定及び進捗状況が明らかになるよう予算の執行計画を策定し、 立場の違い

住民に分かりやすく公表しなければならない。 提供の受け方

　　　三 町長は、住民が決算内容を理解できるよう分りやすく公表しなければならない。

（財産管理）

第　　条 町長は、町が保有する財産を明らかにし、財産の計画的な管理及び効率的な運用に努めなければ

ならない。

（財政状況の公表）

第　　条 町長は、財政に関する状況について、具体的な所見を付してわかりやすく公表 条例：公表に関する条例と同じ

しなければならない。 わかりやすく公表する：重要

（行政評価）

第　　条 町は、効果的で効率的な行政サービスと行政運営の透明性の向上を図るめ、客観的行政

　客観的行政評価：第3者機関による行政評価、年度目標の達成度合いについて評価する。

評価を実施し、その結果を公表するとともに、その評価に基づいて、必要性の見直しや町政運営

の改善に努めなければならない。



第　　条 町は、適正で効率的かつ効果的な行財政の運営を確保するため、必要に応じて外

部機関その他第三者(以下「外部機関等」という。)に監査を実施させることができる。

　　　二 住民は、前項に規定する目的を達成するため、町に対して監査委員による監査に代えて、

外部機関等による監査の実施を請求することができる。

　　　三 町は、前項に規定する請求があったときは、外部機関等に監査を実施させることがで

き、その結果を公表するものとする。ただし、当該監査を実施させないときはその理由

を公表するものとする。

（個別外部監査）



（住民投票）

第　　条 町長は、住民のくらしに関わる行政上の重要事項について、直接住民の意思を確

認するため、議会の議決を経て、住民投票の制度を設けることができる。

　　　二

　　　三 町長は、第１項に規定する住民投票を実施した場合において、当該住民投票の結果を

前項に規定する住民投票の実施については、別に条例で定める。

最大限尊重するものとする。


